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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「企業価値の向上」「顧客をはじめとする地域社会の信頼の向上」「法令遵守の徹底」を図ることを重要政策の一つであると位置

付け、効率的で健全な企業経営を行うために、「意思決定プロセスの向上・ディスクロージャー（情報開示）及びアカウンタビリティー

（説明責任）の強化・コンプライアンス（法令遵守）を始めとする危機管理の徹底を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会など様々

な利害関係者を意識した透明性の高い経営システムの構築を図る」ことをコーポレートガバナンスにおける基本的な考え方としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

２０２１年６月１日改訂後のコードに基づき記載しております。

・補充原則２－４－１（中核人材の登用等における多様性の確保）

当社は、従業員の多様性を尊重し、すべての従業員が活躍できる社内環境整備に取り組んでおります。なお、人材育成方針や具体的な目標数値
等に関しては、現在、その策定に向けて検討を進めています。

・補充原則４－２－２（サスティナビリティ方針、経営資源の配分・事業ポートフォリオ等の監督）

当社は、環境・社会貢献等に関して、既に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取り組みについての基本方針については、現在、策定に
向け検討中です。また、当社は、中期経営計画の進捗・実行について確認し、取締役会において監督・議論を行っております。

・補充原則４－１１－１（取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模）

当社は、業務執行取締役については、当社の経営理念を理解し、持株会社としての経営管理能力及びスーパーマーケット事業の経営能力を有す
る人物を、独立社外取締役については、企業の経営経験者や、弁護士など多様な専門性を有する人物を選任する方針であります。また、監査等
委員である取締役については、少なくとも１名は財務・会計に関する豊富な経験と十分な知見を有するものを選任するものとします。なお、当社は
、取締役会において活発な議論を行うためには、10名程度（監査等委員である取締役を含む。）が適切な人数であると考え、上記方針のもと取締
役会で取締役候補者を選定しております。

なお、当社の取締役が備えるべきスキル等の組み合わせについては、今後、策定のうえ開示することを予定しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

・原則１－３（資本政策の基本的な方針）

当社は、当社グループの事業の拡大、収益力の向上等による株主価値の拡大を目指しております。迅速かつ果断な事業展開を行うために必要と
なる十分な株主資本の水準、及び安定的な経営を担保する株主構成を保持することを資本政策の基本としております。なお、増資等の資本調達
を実施する場合は、取締役会において十分に審議のうえ決議するとともに、投資家・株主への説明を行います。

・原則１－４（政策保有株式）

当社は、取引先との安定的、中長期的な取引関係、業務上の協力関係の維持強化、及び同業他社との情報共有等のための友好関係の維持強
化等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に株式の政策保有を行う方針であり、保有意義の薄れ
た株式については、保有に伴う便益やリスク等を勘案のうえ、売却等の縮減を検討します。

当社は、毎年、取締役会で、当社が政策保有する上場株式について保有の適否を個別に検証しており、保有する上場株式を有価証券報告書に
おいて開示しております。

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたって、その議案の内容を精査し、株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで、適切に議決
権を行使いたします。なお、政策保有先企業に、業績の長期低迷や組織再編、重大なコンプライアンス違反の発生等の事情がある場合は、議決
権の行使にあたり、特に注意を払うことといたします。

・原則１－７（関連当事者間の取引）

当社では、関連当事者との取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することのないようにいたします。また、このような取引が行われた場
合、取引条件及び取引条件の決定方針等については、法令等で定める方法により開示いたします。なお、当社では、取締役との競業取引及び利
益相反取引については、事前に監査等委員会の承認がなされた後に、取締役会で決議することとしております。

また、当社が、支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引や行為を行う場合には、特別委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議を
することとしております。

・原則２－６（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、企業年金の受益者である従業員の利益の最大化を目的として年金運用検討委員会を設置しており、年金資産の運用に関する基本方針
を定めたうえで、年金資産の運用内容を決定しております。また、毎年、運用状況報告を従業員に対し行っております。

人材教育面では、定期的に開催する運用報告会の場を活用し、信託銀行等の年金資産受託会社と連繋したうえで、人材の専門性を高めておりま
す。



・原則３－１（情報開示の充実）

当社は、実効的なコーポレートガバナンスを実現する観点から、以下の取組みを行っております。

（1）当社ホームページ(http://www.kansaisuper.co.jp/)において経営理念等を掲載するとともに、有価証券報告書において長期ビジョン及び今後の
方針等を記載しております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、当報告書の「1．基本的な考え方」に記載しております。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、当報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督
に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 【 取締役報酬関係】」に記載しております。

（4）当社は、業務執行取締役については、当社の経営理念を理解し、持株会社としての経営管理能力及びスーパーマーケット事業の経営能力を
有する人物を、独立社外取締役については、企業の経営経験者や、弁護士など多様な専門性を有する人物を選任する方針であります。また、監
査等委員である取締役については、少なくとも１名は財務・会計に関する豊富な経験と十分な知見を有するものを選任するものとします。なお、当
社は、取締役会において活発な議論を行うためには、10名程度（監査等委員である取締役を含む。）が適切な人数であると考え、上記方針のもと
取締役会で取締役候補者を選定しております。

当社取締役会は、取締役候補者の指名に関して指名・報酬委員会へ諮問を行います。なお、代表取締役や役付取締役が、その機能を発揮してい
ないと認められる場合には、指名・報酬委員会の助言を重視したうえで解任や不再任の決定を行うものといたします。

（5）取締役候補者の選解任を株主総会にお諮りする際の株主総会招集通知においては、選解任・指名についての説明をいたします。

・補充原則３－１－３

＜サスティナビリティについての取組等＞

当社は、「お客様目線の店づくり」「従業員目線の職場づくり」そして、地域とともに環境への取り組みや社会貢献を通じて問題解決を行う「トータル
ソリューション型スーパーマーケット」を目指しており、サステナビリティに関する具体的な取り組みについては、「環境・社会貢献活動報告書2021」
に記載しております。（http://www.kansaisuper.co.jp/book/2021CSR/html5.html#page=1）

これからも地域とともに歩む企業として「地域社会に貢献する会社」であり続けるため、地域社会の健全で持続的な発展に貢献したいと考えていま
す。

＜人的資本・知的財産への投資＞

当社は、「従業員の職場環境と働きやすい、働き甲斐のある職場づくり」を方針として掲げ、教育プログラムや施設の充実を図るとともに、若手社
員の活躍の場を広げる環境整備や健康経営の推進等により、人的資本の強化に努めています。

また、これまで培ってきた市場と顧客基盤、「関西スーパー」「阪急オアシス」「イズミヤ」など屋号のブランド力が、重要な財産であると考えており、
これらを活かし、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

・補充原則４－１－１（経営陣に対する委任の範囲）

当社は、取締役会規則において、取締役会で審議する内容を定めております。また、業務執行については、職務権限規程を定め、担当する取締
役が執行できる権限の範囲を明確にしております。

当社は、監査等委員会設置会社として、定款において、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任すること
ができる旨を定めており、大震災等の緊急事態が生じた際は、取締役社長が、法令、定款及び取締役会規則に定める権限の範囲内で、重要な業
務執行等の決定を行えることとしております。

・原則４－９（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

１．当社及びその子会社（以下、当社グループという。）の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に当社グループの業務執行者であっ
た者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

２．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）

(１)当社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

(２)当社グループの関連会社

(３)当社グループの主要な取引先

　＊主要な取引先とは、当社グループの販売先又は仕入先の場合で、１事業年度での取引高が当社の連結売上高の2％を超えるものをいう。ま
た、当社グループの借入先の場合、事業年度末日の借入金額が総借入金額の10％を超えるものをいう。

(４)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

　＊多額とは、当社グループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。

(５)当社グループから多額の寄付を受けている非営利団体

　＊多額とは、当社グループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。

(６）当社グループの法定監査を行う会計監査人

(７)当社グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

(８)上記(1)から(7）のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等以内の親族である者

３．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

なお、上記１．～２．のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める
独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができ
るものといたします。

・補充原則４－１１－２（取締役の他の上場会社の兼職状況）

当社の社外取締役に係る重要な兼職状況については、事業報告、株主総会参考書類にて開示しております。

・補充原則４－１１－３（取締役会全体の実効性の分析・評価）

当社は、取締役会がその役割・責務を果たしているか、各取締役による自己評価なども参考に年１回評価を行います。2020年度の取締役会の評
価を実施した結果、当社の取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。

・補充原則４－１４－２（役員に対するトレーニングの方針）

当社は、取締役が法令・定款を遵守し、株主への受託者責任に応えるため、常に研鑽を積むことを方針としており、必要に応じて取締役に、会社
法や金融商品取引法等に関する情報や、社外講習会の受講の機会を提供しております。

社外取締役に対しては、当社の事業内容の説明や主要店舗の視察等により当社業務について理解を深める取り組みを行っております。

・原則５－１（株主との建設的な対話に関する方針）

当社は、株主から対話（面談）の希望がある場合は、その希望の内容及び趣旨を踏まえ、担当部門が対応を行い、合理的な範囲内で、適切な役



員も面談に臨むこととしております。なお、株主との面談にあたっては、インサイダー情報の管理に留意するとともに、企業価値の向上に資する意
見の聴取に努めます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 3,200,000 10.65

関西スーパーマーケット取引先持株会 2,805,300 9.34

オーケー株式会社 2,310,100 7.69

伊藤忠食品株式会社 1,428,800 4.75

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,326,100 4.41

GOLDMAN　SACHS　＆　CO.　REG 1,194,800 3.97

国分グループ本社株式会社 1,021,200 3.40

株式会社かね清 800,000 2.66

加藤産業株式会社 700,000 2.33

関西スーパーマーケット従業員持株会 606,929 2.02

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社　（上場：東京）　（コード）　8242

補足説明

大株主の状況については、2021年9月30日基準の当社株主名簿に基づき記載しております。なお、2021年12月15日に当社を株式交換完全親会
社、イズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスを株式交換完全子会社とする株式交換の効力が発生したことに伴い、エイチ・ツー・オーリテイリ
ング株式会社に当社株式33,834,909株を割当交付しております。また、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社及びオーケー株式会社は、既に提
出済の大量保有報告書に関し以下の内容の変更報告書を提出しております。

１．エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

（１）提出日　　　　　　　　　　　　　2021年12月20日

（２）取得した株券等の数 　　　　33,834,909株

（３）取得後の保有株券等の数　37,034,909株

（４）取得後の株券等保有割合　57.99％

２．オーケー株式会社

（１）提出日　　　　　　　　　　　　　2021年12月22日

（２）処分した株券等の数 　　　　2,310,000株

（３）処分後の保有株券等の数　100株(この100株についても2021年12月16日以降売却済との注記が行われております。）

（４）処分後の株券等保有割合　0.00％

　　

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上



直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社では、関連当事者との取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することのないようにいたします。また、このような取引が行われた場
合、取引条件及び取引条件の決定方針等については、法令等で定める方法により開示いたします。なお、当社では、取締役との競業取引及び利
益相反取引については、事前に監査等委員会の承認がなされた後に、取締役会で決議することとしております。

また、当社が、支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引や行為を行う場合には、特別委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議を
することとしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

森　薫生 弁護士

西口　美廣 他の会社の出身者 △

澤　千恵 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）



h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森　薫生 ○ ○

重要な兼職の状況

・高麗橋中央法律事務所所長

・サノヤスホールディングス株式会社社外
取締役

森薫生氏は弁護士として豊富な経験と実績を
有しております。また、同氏と当社の間には一
般株主と利益相反関係が生ずるような利害関
係がないことから、同氏を独立役員に指定いた
します。なお、同氏が所属する法律事務所と当
社との間に、顧問契約又は個別の法律事務の
委託等の取引関係はありません。また、同氏の
重要な兼職先の企業と当社との間に取引等の
関係はありません。

西口　美廣 ○ ○

重要な兼職の状況

・株式会社神戸国際会館監査役

・伸和エンジニヤリング株式会社監査役

西口美廣氏は長年にわたって財務・経理業務
に携わった経験があり、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。同氏の重
要な兼職先の企業と当社との間に取引等の関
係はありません。なお、同氏は、当社の取引金
融機関である株式会社三井住友銀行に過去勤
務した経験がありますが、当該金融機関からの
借入額は当社の借入総額の5％未満であるこ
と、また2003年4月に退職後、10年以上が経過
していることから、一般株主と利益相反関係が
生ずるような利害関係がないと判断し、同氏を
独立役員に指定いたします。

澤　千恵 ○ ○

重要な兼職の状況

・社労士オフィス　ジェイアシスト　代表

・株式会社スカイコンサルティング代表取
締役

澤千恵氏は社会保険や労務に関する高い知見
を有しております。同氏の重要な兼職先の企業
と当社との間に取引等の関係はありません。ま
た、同氏と当社の間には一般株主と利益相反
関係が生ずるような利害関係がないことから、
同氏を独立役員に指定いたします。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 4 0 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の要請に基づき、監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフを配置しています。監査等委員会選任スタッフは、監査等委員で
ない取締役の指揮命令に服さないものといたします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人から定期的（決算会計監査時、棚卸し立会時、決算監査結果講評日）に監査の結果について報告を受けるとともに意
見交換、情報の聴取等を行い連携を保っております。内部監査部門は、監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会が定める監査計画に
基づき、随時、進捗報告、調査結果報告を行うこととしております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

当社取締役会は、取締役候補者の指名及び取締役報酬の決定等に当たっては、指名・報酬委員会へ諮問いたします。なお、指名・報酬委員会は
すべての独立社外取締役と代表取締役社長により構成することといたします。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立社外取締役の選任に当たり、当社所定の独立性判断基準（コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示[コード原則４－９]
に記載）に適合する独立社外取締役を２名以上確保することとしております。なお、現任の社外取締役３名全員はこの基準に適合していることから
、３名全員を独立役員に指定し東京証券取引所に届け出いたしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

１．業績連動報酬

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、当社有価証券報告書に予め記載した業績と成長性に関する基準に従い金銭
報酬を支給します。

２．非金銭報酬

株主と一層の価値共有を進めるため、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を
除く。）の報酬等の一部を株式報酬とします。なお、当該報酬を付与するために支給する金銭報酬は年３千万円以内、それにより発行又は処分さ
れる当社の普通株式の総数は年４万株以内とします。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

株主総会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員及び監査等委員である取締役全員の報酬総額の限度額をそれぞれ決定し
、その範囲内で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員で
ある取締役の協議で決定いたします。

なお、第62期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の取締役に対する報酬は次のとおりであります。

取締役（監査等委員を除く）　　７名　　168,108千円

取締役（監査等委員）　　　　　 ４名　　　26,400千円（うち社外取締役　３名　14,400千円）

なお、取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

１．基本方針

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績向上の意識を高めるためのインセンティ
ブとしての業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成し、各人の職責を踏まえた適正な水準を支給する。また、監査等委員である取締役及び社外
取締役の報酬は、その職務に鑑み固定報酬としての基本報酬のみを支給する。なお、取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬
委員会の意見を尊重して決議することにより、その公平性と透明性を確保する。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は月例の固定額金銭報酬とし、常勤と非常勤の別、役位、従業員給与の水準、当社の業績をも考慮のうえ、総合的に勘案し決定する。

３．業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬等は金銭報酬とし、当社有価証券報告書に予め記載した業績と成長性に関する基準に従い、毎年、定時株主総会終結の日より１
か月以内に支給する。

４．非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

株主と一層の価値共有を進めるため、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を
除く。）の報酬等の一部を株式報酬とする。なお、当該報酬は、毎年、定時株主総会終結の日より１か月以内に役員報酬規程に基づき支給する。

５．基本報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の額における基本報酬（使用人兼務取締役の使用人部分の報酬
を含む。）の割合は70％から90％程度、業績連動報酬等の割合は0％から20％程度、非金銭報酬等の割合は10％程度を目処とする。また、業績
連動報酬等は、上位者ほど割合を高くする。

６．個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役会は、代表取締役社長に対し取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬の額の決定を委任する。なお、委任する理由は、当社
全体の業務成績等を勘案しつつ各取締役の担当部分について評価を行なうには代表取締役が適していると判断したことによる。また、その権限
の内容は、役員報酬規程及び役員報酬内規に定める報酬表を基に決定するものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切
に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければ
ならない。

【社外取締役のサポート体制】

監査等委員である社内取締役が、電子メール、ＦＡＸ、電話等で職務の打ち合わせ、並びに意見交換・報告及び会議資料の事前送付等を行うとと
もに、監査等委員会専任スタッフが必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――



元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

制度はありますが、対象者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

監査等委員会設置会社として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、監査等委員で
ある取締役（以下「監査等委員」と記載します。）による適正な監督及び監査を可能とする経営体制を整備し、コーポレートガバナンスの充実ならび
に実効性向上を図っております。

＜企業統治の体制の概要＞

１．取締役会

原則として月１回の開催。経営の基本方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機
関と位置付けております。

２．監査等委員会

原則として月１回の開催。監査等委員で構成し、法令・定款に従い、監査等委員会規則に基づく監査方針を定めるとともに、監査等委員会監査基
準に従い監査を行い、監査等委員会の監査報告書を作成しております。

３．経営会議

原則として月２回の開催。室長、グループマネジャー以上で構成し、経営に関する重要事項の立案、検討及び取締役会決議事項以外の決定、並
びに実施結果の報告等を行うことを目的として、経営方針に沿った業務執行計画及び状況について、解決すべき諸問題を迅速に処理し、必要な
意思決定を適切に行い、経営活動の効率を高めております。

４．常務会

原則として毎週開催。役付取締役、本部長、副本部長及び代表取締役社長が指名した者で構成し、経営の基本方針及び経営活動を強力に推進
し、重要事項を協議することを目的として、取締役会の決議事項を企画提案するとともに、その決議を執行するために必要な具体策を協議決定し
、執行についての総合調整を行っております。

５．リスク管理委員会

不定期開催。リスク管理規程に基づき選定されたリスク管理担当役員である委員長を中心に、取締役、本部長、副本部長、室長及び委員長が指
名した者で構成し、業務別リスク対策及び運営状況について協議を行い、適宜、社長及び監査等委員会並びに取締役会に報告を行っております
。

６．コンプライアンス委員会

不定期（社内通報及び必要な都度）開催。コンプライアンス委員会規程に基づき選定された委員長を中心に、本部長、室長及び担当グループマネ
ジャー並びに常勤監査等委員で構成し、経営の透明性と社内コンプライアンス体制の強化に向けて、専用電話等により、直接通報内容を受理す
る内部通報制度を設けております。

７．指名・報酬委員会

不定期開催。すべての独立社外取締役と代表取締役社長により構成し、取締役候補者の指名及び取締役報酬の決定等に当たっての諮問に対し
答申します。

８．特別委員会

不定期開催。すべての独立社外取締役で構成し、審議内容に応じて、社外の有識者を選任できるものとします。本委員会では、支配株主と少数
株主の利益が相反するような重要な取引・行為について審議・検討し、取締役会に勧告します。

＜内部監査及び監査等委員会監査の状況＞

監査等委員会は、社内監査等委員１名及び社外取締役である監査等委員３名で構成されております。また、内部監査部門と連携し監査を実施し
ております。

１．監査等委員

取締役会、監査等委員会その他重要な会議に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧を通じて、取締役会の意思決定のプロセス及
び取締役の業務執行について厳格な監督、監査を行うとともに、内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人との情報交換等により、経
営監視機能を果たしております。なお、重要な業務執行の決定に際しては、自らも取締役として取締役会における議決に参加しております。

監査等委員以外の取締役の選任等・報酬等について、監査等委員が意見を陳述する必要がある場合は、すべての監査等委員が意見を陳述でき
る旨、監査等委員会で決定しております。当社は、すべての監査等委員と責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は、法令の定める額としております。

２．内部監査部門

当社の内部監査部門は、被監査部署のリスク管理状況等を勘案したうえで監査の頻度、深度に濃淡をつけ、効率的かつ実効性のある内部監査
を実施しております。

＜会計監査の状況＞

当社監査等委員会と監査法人は監査方針並びに決算上の課題や問題点について定期的に報告を行い、情報交換を実施しております。

監査法人の名称は、太陽有限責任監査法人であり、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査等について監査契約を締結しておりま
す。なお、太陽有限責任監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

継続監査期間　　　・33年間

指定有限責任社員・業務執行社員　高木　勇　　（継続監査年数４年）

指定有限責任社員・業務執行社員　山内　紀彰（継続監査年数１年）

会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士　２名、その他　20名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



当社は、企業価値の向上を図る観点から、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）に取締役会における議決権を付与することで、
取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的として、2015年６月24日開催の第56期定時株主総会の
承認により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 定時株主総会開催日の３週間前を目途とした日程遵守を継続実施しております。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会に多くの株主が出席できるように日程を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使 2021年3月期に関する定時株主総会から採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2021年3月期に関する定時株主総会から採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 2021年3月期に関する定時株主総会から採用しております。

その他

当社ホームページ(http://www.kansaisuper.co.jp/)において株主総会招集通知および決
議通知の全文を掲載しております。

株主総会における報告事項についてビジュアルを使用することにより、株主の皆様のご理
解を得られるよう努めています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、金融商品取引法及び当社が株式を上場している証券取引所が定め
る適時開示規則に則ってディスクロージャーを行っております。投資判断に影
響を与える決定事項、発生事実、決算に関する情報、並びに適時開示規則に
該当しない情報についても、当社を理解していただくために有効と思われる情
報についても、適時・適切に開示する方針であります。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算発表（10月）、本決算発表時（４月）の年２回、報道機関に対し
て決算説明会を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報をはじめとする適時開示資料、四半期決算短信並びに決算短信及び
四半期報告書を掲載するとともに、CSR・環境活動についても当社ホームペー
ジ(http://www.kansaisuper.co.jp/)に掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報担当者を置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、地域密着企業として環境保全活動、社会貢献活動、食育活動、また顧客参加の
各種イベント開催に積極的に取り組んでおります。

当社においては、常に情報のあり方について検討を行い、ホームページ(http://www.kansa
isuper.co.jp/)を順次見直し、ニュースリリースやＩＲ情報の適時開示に注力しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項



１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社が取締役会で決議した業務の適性を確保するための体制（内部統制システム）は、次のとおりであります。

１．当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

（１）法令遵守の風土を醸成し、取締役相互間の牽制及び業務執行ラインにおける適合性チェックを行う。

（２）内部監査体制を充実し、適合性のチェック機能を高めて行く。

（３）取締役および使用人が法令違反の疑義がある行為を発見した場合、内部通報制度によりコンプライアンス委員会で審議し、取締役会および　
監査等委員会に報告する。

（４）財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を推進する。

（５）反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備、及び企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に努める。

２．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）取締役の職務執行に係る各種議事録や決裁書類など重要な記録について、文書管理規程他、社内規程に則り作成保存する。

（２）常時、取締役からの閲覧要請に応じる体制とする。

（３）管理部門担当取締役は重要情報の記録が規程に基づき管理される体制作りを行う。

３．当社グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制

（１）当社グループはリスク管理担当役員を置き、当社はリスク管理委員会を置く。リスク管理担当役員とリスク管理委員会は、当社グループのリス
クについての管理体制の統轄・推進を行う。

（２）非常時の緊急体制については、リスク管理担当役員のもと横断的な損害抑制対応を機動的に行う。

（３）当社の内部監査部門は当社グループのリスク管理状況の監査を行う。

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社グループは取締役の職務執行の責任権限を明確にし、業務執行ライン（命令・報告系統）が適切に機能する組織作りとその見直しを機動
的に行う。

（２）当社グループは中期経営計画に基づく年度計画による業績数値目標について月次管理システムによって達成状況を管理し、子会社は業績
数値を当社に報告する。

（３）当社の経営会議は業績目標数値の達成状況の評価・対策を審議し、当社の取締役会へ報告する。

（４）当社グループは業務の合理化、電子化、迅速化のため、プロジェクトチームを組成し、効率的な業務運営の達成を目指す。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（１）当社は子会社の経営方針及び業務運営に深くかかわることで、当社グループが一体となる体制を構築・維持する。

（２）コンプライアンス委員会、内部通報制度は子会社を含めた横断的な運用を行う。

（３）当社は内部監査室を置き当社グループの内部監査を実施する。

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人

　当社の内部監査室は、監査等委員会を補助する。内部監査室に所属する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、評価、異動、懲
戒は監査等委員会の同意を得る。なお、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、内部監査室に所属する使用人は業務の執行に係る役職
を兼務しない。

７．当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制その他当社監査等委員会への報告に関する体制

（１）子会社監査役に当社監査等委員を兼務する者を置き、当社グループの取締役会及び経営会議ならびに常務会に当該監査等委員が出席　し
、重要な業務執行に関する報告を受ける。

（２）当社監査等委員会は内部監査部門から内部監査の実施状況報告を受ける。

（３）当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関し重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、また会社に著しい損害を及ぼすおそれ
のある事実を知ったとき、速やかに当社監査等委員会に報告する。

（４）当社監査等委員会はコンプライアンス委員会から通報状況及びその内容の報告を受ける。

（５）当社グループは監査等委員会への報告者が不利にならないよう内部通報規程に定める。

８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制

（１）監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をするときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でない
と認められる場合を除き、速やかに処理する。

（２）代表取締役との面接及び業務執行取締役への事前質問書により業務執行の状況ポイントを把握する。

（３）会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図って行く。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を阻害する反社会的な勢力・団体の活動に対しては、毅然とした態度で
対応することを基本方針としております。

・「反社会的勢力の排除に関する規程（2008年10月施行）」を制定し、組織として対応するための体制の整備・充実に努めております。

・対外的には、兵庫県企業防衛対策協議会に加盟し、加盟企業による研修や情報交換及び、兵庫県警察本部暴力団対策課から情報提供や

指導を受けております。

・また、反社会的勢力の関係者と思しき者からの働きかけや苦情を受けた場合、同協議会事務局に照会し情報やアドバイスを受け、所轄警察署
の指導を受けております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、ステークホルダーの負託に応えるべく、各事業部門間の連携・情報共有により、リスク・コンプライアンス体制を強化してまいります。

１．適時開示に対する基本姿勢について

（１）基本的な考え方

当社は「普段の食生活をより豊かにすることにより、地域のお客様から信頼を得て、社会に貢献すること」この経営理念を継続し深化させて行くた
めに、安全・安心で美味しい食品を提供し、食育をはじめ、環境への対応などの社会貢献活動を企業の社会的責任として真摯に取り組み「地域に
なくてはならない店」の輪を広げてまいります。ついては、「適時開示・内部者取引管理規程」を制定し、公正かつ適時適切な開示に関する具体的
な業務分担及び手続きを定めております。

（２）情報開示の基準

当社は、金融商品取引法等関係法令を遵守し、適時開示規則に則り情報開示を行っています。また、適時開示規則に該当しない情報についても
、当社を理解していただくために有用と思われる情報については、積極的かつ公平に開示することを基本としております。

（３）情報開示の方法

証券取引所の適時開示情報伝達システム（TDnet）による公表を行うとともに、当社ホームページ(http://www.kansaisuper.co.jp/)に速やかに掲載
することとしております。

２．適時開示に係る社内体制

（１）情報開示体制について

当社は、情報開示最高責任者である社長が、情報開示体制構築の責任と権限を有し、情報管理責任者である担当役員が、情報開示全般の実務
責任者として、情報開示最高責任者の意思決定を補佐し、迅速、正確かつ公平な情報開示を行っております。

（２）情報開示の仕組み

当社における重要な会社情報については、当該情報を有する部門の責任者から、情報管理責任者に速やかに通知されます。通知された情報に
ついては、情報管理責任者が必要に応じ他の役員および従業員を情報管理者に指名し、内部情報の漏洩防止・管理の任にあたらせます。

内部情報の開示はできる限り早期に行うことを原則とし、情報管理責任者が情報主管部署と協議し、開示内容・時期を決定するとともに、適宜、会
計監査人、弁護士等の専門家によるアドバイスを考慮しております。

開示した情報は、当社ホームページにも速やかに掲載し、積極的に公表しております。
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